
 秋田市立赤れんが郷土館条例施行規則の一部を改正する規則をここに公

布する。 

 

  令和８年５月26日 

 

                秋田市長 沼 谷   純      

 

秋田市規則第44号 

 

   秋田市立赤れんが郷土館条例施行規則の一部を改正する規則 

 秋田市立赤れんが郷土館条例施行規則（平成28年秋田市規則第32号）の

一部を次のように改正する。 

 第８条の見出し中「取消し」を「中止等」に改め、同条中「の取消しを

しよう」を「を中止し、又は使用の許可の内容を変更しよう」に改める。 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 


